
倫理法では、国家公務員と事業者等との関係の透明性を確保するため、３種類の報告制度を定めてい

ます。

①贈与等の報告（本省補佐級以上の職員。事業者等からの5,000円を超える贈与、飲食の提供、講演等

の報酬等について報告）

②株取引等の報告（本省審議官級以上の職員）

③所得等の報告（前年１年間を通じて本省審議官級以上の職員）

各種報告書の審査



①贈与等の報告

各種報告書の提出状況

区分 合計

年度 （件） （％） （件） （％） （件） （％） （件）

令和２年度 111 16.2 146 21.3 429 62.5 686

令和３年度 115 13.2 160 18.3 598 68.5 873

令和４年度 202 9.9 1,345 66.2 486 23.9 2,033

令和５年度 183 4.9 3,084 82.0 492 13.1 3,759

令和６年度 204 4.6 3,726 83.6 525 11.8 4,455

金銭、物品等の供与 飲食の提供等 報酬

区分

年(暦年)
提出件数
（件）

市場を通じた
売買等（回）

相続・贈与
（回）

交換・分割
（回）

総取引回数
（回）

令和２年 94 1,020(1) 29(1) 56(0) 1,105(2)

令和３年 107 1,115(4) 68(4) 46(0) 1,229(8)

令和４年 100 950(2) 41(2) 47(0) 1,038(4)

令和５年 121 2,134(0) 118(3) 56(0) 2,308(3)

令和６年 136 4,591(0) 80(2) 210(0) 4,881(2)

態様別取引回数（取得及び譲渡）

（注）（　）内は、未公開株の取引回数を内数で示す。

②株取引等の報告 ③所得等の報告

区分

提出件数

年(暦年) （件） 件数（件） 構成割合（％） 件数（件） 構成割合（％）

令和２年 1,399 1,056 75.5 343 24.5

令和３年 1,426 962 67.5 464 32.5

令和４年 1,485 1,031 69.4 454 30.6

令和５年 1,509 1,061 70.3 448 29.7

令和６年 1,568 1,069 68.2 499 31.8

給与所得のみ 給与所得以外の所得あり


